
JP 2012-197103 A 2012.10.18

10

(57)【要約】
【課題】薄肉化してもタングホールの両端部での破断や
亀裂を防止できる開口容易缶蓋用のタブを提供する。
【解決手段】開口片５を区画するためのスコア線４が刻
設された缶蓋２のパネル部３にリベット部６により固着
される舌片状の取り付け片１１と、前記リベット部６か
ら離れた一端側に形成された指掛け部７と、前記リベッ
ト部６を挟んで前記指掛け部７とは反対側に形成された
押し下げ部８と、前記取り付け片１１の周囲に該取り付
け片１１を他の部分から隔離しているタングホール１２
とを備え、前記指掛け部７を持ち上げることにより梃子
作用が生じて前記押し下げ部８により缶蓋２の開口操作
を行うよう開口容易缶蓋用タブ１において、前記タング
ホール１２の両端部分に、そのタングホール１２を形成
している端縁部が折り返された折り返し部１８が形成さ
れている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口片を区画するためのスコア線が刻設された缶蓋のパネル部にリベット部により固着
される舌片状の取り付け片と、前記リベット部から離れた一端側に形成された指掛け部と
、前記リベット部を挟んで前記指掛け部とは反対側に形成された押し下げ部と、前記取り
付け片の周囲に該取り付け片を他の部分から隔離しているタングホールとを備え、前記指
掛け部を持ち上げることにより梃子作用が生じて前記押し下げ部により缶蓋の開口操作を
行うように構成された開口容易缶蓋用タブにおいて、
　前記タングホールの両端部分に、そのタングホールを形成している端縁部が折り返され
た折り返し部が形成されていることを特徴とする開口容易缶蓋用タブ。
【請求項２】
　前記折り返し部は、前記端縁部を１８０°折り返して二つ折りされて形成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の開口容易缶蓋用タブ。
【請求項３】
　前記指掛け部およびリベット部ならびに押し下げ部を結んだ中心線の方向に相対的に長
く形成され、前記折り返し部は、前記タブの長手方向において、前記タングホールの両端
から前記リベット部の中心に相当する位置までの範囲に形成されていることを特徴とする
請求項１または２に記載の開口容易缶蓋用タブ。
【請求項４】
　前記タングホールの両端部分の周辺部が、表面から裏面側に斜め下方に傾斜しているこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の開口容易缶蓋用タブ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タブによって容易に開蓋できる開口容易缶蓋に関し、特にその開口片を梃子
作用によって押し開くためのタブに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、飲料缶の蓋において、缶蓋のパネル部に固着された開口操作用タブによって開口
操作を行うステイオンタブ（ＳＯＴ）式缶蓋が多く用いられている。このようなステイオ
ンタブ式缶蓋では、特許文献１に記載されている缶蓋のように、タブを缶蓋本体のリベッ
ト部に取り付けるための固定部が形成されており、タブの指掛け部を持ち上げやすくする
ために、固定部の周囲を略コ字状に囲む切り込みが形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３１５７０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、材料コスト低減の見地から蓋材の使用材料を低減することが技術的課題になって
おり、上記のような缶蓋において、タブを構成する金属板材の厚さを従来よりも薄くする
ことが要請されているが、タブの素材である金属板を従来以上に薄いものに変更すると、
その分タブの強度が弱くなる。
【０００５】
　一方、開口操作時にタブの指掛け部を持ち上げた際に、タブの指掛け部と共にタブの側
方部は上方に持ち上げられるのに対し、缶蓋のパネル部に取り付けられた固定部はそのま
まの位置に保たれるので、タブの側方部と固定部との接続部分に位置する切り込.みの端
部に捻れが生じる。タブを薄肉にして強度が弱くなった場合、この捻れ力（主として剪断
力）により切り込みの端部には、その延長線方向に破断が生じ、開口不良を引き起こす虞
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がある。
【０００６】
　この発明は上記の事情を背景としてなされたものであり、薄肉の金属板材から成形され
ても、開口操作時に破損しにくいタブを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、開口片を区画するためのスコア線が
刻設された缶蓋のパネル部にリベット部により固着される舌片状の取り付け片と、前記リ
ベット部から離れた一端側に形成された指掛け部と、前記リベット部を挟んで前記指掛け
部とは反対側に形成された押し下げ部と、前記取り付け片の周囲に該取り付け片を他の部
分から隔離しているタングホールとを備え、前記指掛け部を持ち上げることにより梃子作
用が生じて前記押し下げ部により缶蓋の開口操作を行うように構成された開口容易缶蓋用
タブにおいて、前記タングホールの両端部分に、そのタングホールを形成している端縁部
が折り返された折り返し部が形成されていることを特徴とするタブである。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記折り返し部は、前記端縁部を１８０
°折り返して二つ折りされて形成されていることを特徴とするタブである。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記指掛け部およびリベット部
ならびに押し下げ部を結んだ中心線の方向に相対的に長く形成され、前記折り返し部は、
前記タブの長手方向において、前記タングホールの両端から前記リベット部の中心に相当
する位置までの範囲に形成されていることを特徴とするタブである。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれかの発明において、前記タングホールの
両端部分の周辺部が、表面から裏面側に斜め下方に傾斜していることを特徴とするタブで
ある。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明によれば、タングホールの両端部分に、タングホールの端縁部が折り返
された折り返し部が形成されていることにより、タングホールの両端部分の強度が増すた
め、タブの指掛け部の持ち上げ時にタングホールの両端部分に捻れ力（引きちぎる方向の
剪断力）が加えられた場合でも、タングホールの両端部分がその延長線方向に破断するこ
とを防止できる。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、折り返し部が、端縁部を１８０°折り返すことで形成されて
いることにより、タングホールの両端部分の板材が２枚重ねになっていることになるため
、タングホールの両端部分をより破断しにくくすることができる。
【００１３】
　請求項３の発明によれば、折り返し部が、タブの長手方向において、タングホールの両
端からリベット部の中心に相当するまでの範囲に形成されていることにより、開口操作時
にタングホールの両端部分に亀裂が生じたり、タングホールの両端部分の延長線方向以外
の部分に亀裂が生じようとすることを防止できる。
【００１４】
　請求項４の発明によれば、タングホールの両端部分の周辺部が、タブの水平方向に対し
て斜め下方に傾斜していることにより、指掛け部が勢いよく持ち上げられ、タングホール
の両端部分に更に強い捻れ力が加えられた場合でも、タングホールの両端部分の周辺部に
曲げ加工が加えられていて、更に強度が増しているため、タングホールの両端部分がその
延長線方向に破断することを確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】本発明に係るタブの一例を示す裏面図である。
【図２】その表面図である。
【図３】図２のＡ矢視部分断面図である。
【図４】開口容易缶蓋の平面図である。
【図５】その縦断側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明に係るタブ１は、ステイオンタブ（ＳＯＴ）式の開口容易缶蓋に固着されて開口
操作に利用されるものである。本発明に係るタブ１が固着される開口容易缶蓋２の例を図
４および図５に示してあり、これらの図に示す缶蓋２は、アルミニウム合金等の金属製薄
板材からプレス成形されるものであって、円板状のパネル部３にスコア線４を刻設し、そ
のスコア線４によって区画された開口片５が形成され、パネル部３の中央部にタブ固着用
のリベット部６が形成されている。このリベット部６に固着されたタブ１は、後述するよ
うに一端側に指掛け部７が形成されており、その指掛け部７を持ち上げることにより、他
端側に形成された押し下げ部８を押し下げ、リベット部６を支点としたそのような挺子作
用によりスコア線４を破断し開口するように構成されている。なお、タブ１は、指掛け部
７およびリベット部６ならびに押し下げ部８を結んだ中心線の方向に相対的に長く形成さ
れており、本実施形態においては、タブ１の軸線方向（長手方向）に対して、押し下げ部
８側を前方、指掛け部７側を後方として説明する。
【００１７】
　本発明に係るタブ１は、一例として、アルミニウム合金等からなる帯状金属板を素材と
してプレス成形により所定の形状に切り抜かれて成形されるものであり、図１および図２
に示す例では、指掛け部７が形成されている後方側が、角部を丸めた矩形状をなし、これ
に対して押し下げ部８側が円弧状に湾曲し、全体として、変形した長方形状に形成されて
おり、その外周部が二重又は三重に折り曲げられてカール成形され、カール部９となって
いる。後方側に形成された指掛け部７は、タブ１の全体形状を長方形状とした場合に短辺
に沿う方向に長い長孔であるリングホール１０を備えており、その内周縁は、裏面側にカ
ール成形されている。
【００１８】
　前端部に形成されている押し下げ部８は、その外周縁が平面視で円弧状をなすように形
成されている。その押し下げ部８の内周側からタブ１の後方に向けて（リングホール１０
側に向けて）延びる取り付け片１１が形成されている。取り付け片１１は、タブ１を構成
している金属板からなる舌（タング）状（舌片状）の部分であり、缶蓋２におけるパネル
部３に対面して接触している部分である。すなわち、取り付け片１１の周りの約３／４の
範囲には、タブ１を厚さ方向に打ち抜いた所定形状（例えばＵ字状）の切り込みであるタ
ングホール１２が形成されている。さらに、取り付け片１１には、その板厚方向に貫通し
ていてリベット部６が挿入されるリベットホール１３が形成されている。
【００１９】
　押し下げ部８は、帯状金属板素材（図示せず）からタブ１を成形する間、タブ１を帯状
金属板素材に連結・保持している連結部（図示せず）が切断された際のタブ１側の切断端
部である切り離し凸部１４と、切り離し凸部１４の両側に形成され、縦断面が少なくとも
金属板の三重構造となるようにカール加工された三重カール部１５とを有している。切り
離し凸部１４は、三重カール部１５間の隙間に収められ、かつ、押し下げ部８の外周縁か
ら突出しないように同一外周縁上に成形されている。
【００２０】
　押し下げ部８と取り付け片１１との間には、取り付け片１１と押し下げ部８との間でこ
れら取り付け片１１と押し下げ部８とを繋いでいる接続部分の上面は、下方（裏面側）に
窪んでいて扇状の凹パネル部１６として形成されている。すなわち、この凹パネル部１６
の底面は、取り付け片１１の上面よりも下方に位置するように形成されている。
【００２１】
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　一方、タブ１の側部には、タブ１の長手方向に延びかつタブ１の表面側に突出した凸ビ
ード１７が左右に１本ずつ形成されており、タブ１を一つずつ積み重ねた際に、タブ１の
裏面の側方のカール部９が凸ビード１７に当接し、これら凸ビード１７とカール部９とに
よって上下のタブ１の相互の位置合わせが可能なように構成されている。
【００２２】
　前述した取り付け片１１を区画しているタングホール１２は、取り付け片１１の外周縁
に沿って打ち抜かれたスリット状の部分であり、そのタングホール１２の両端部分（タブ
１の軸線方向において押し下げ部８側に位置する左右二箇所の端部）では、その周辺部が
タブ１の水平方向（タブ１の表面に沿う方向）に対して斜め下方（裏面側）に傾斜してお
り、その周縁部に、図３に示すように、タングホール１２の端縁部（Ｕ字状に切り抜かれ
た切断端）が折り返された折り返し部１８が形成されている。折り返し部１８は、タング
ホール１２の端縁部における周縁部を９０°～１８０°（好ましくは１２０°～１８０°
、さらに好ましくは１８０°）の範囲で折り返して形成されており、また、両端部分の周
辺部の傾斜角度は、タブ１の水平方向に対して２０°～９０°（好ましくは３０°～８０
°）の範囲に設定されている。
【００２３】
　折り返し部１８は、タブ１の長手方向におけるタングホール１２の両端からリベットホ
ール１３の中心に相当する位置までの範囲において、タングホール１２の周縁部の内周側
と外周側とに沿って連続して形成されていることが好ましい。
【００２４】
　このようなタブ１によれば、タングホール１２の両端部分に、タングホール１２の端縁
部が折り返された折り返し部１８が形成されていることにより、折り返し成形による金属
板の加工硬化やタングホール１２の両端部分における断面係数が大きくなることなどによ
ってこの部分の強度が増す。言い換えれば、タブ１のいわゆる本体部分に対する取り付け
片１１の基部（もしくは連結部分）の破断強度が増大する。そのため、タブ１の指掛け部
７を持ち上げた時にタングホール１２の両端部分に捻れ力が加えられた場合でも、タング
ホール１２の両端部分がその延長線方向に破断することを防止できる。
【００２５】
　また、折り返し部１８が、端縁部を１８０°折り返すことで形成されていることにより
、タングホール１２の両端部分の板材が２枚重ねになっているため、タングホール１２の
両端部分をより破断しにくくすることができる。
【００２６】
　さらに、折り返し部１８が、タブ１の軸線方向（長手方向）において、タングホール１
２の両端からリベットホール１３の中心に相当する位置までの範囲に形成されていること
により、開口操作時にタングホール１２の両端部分の延長線方向に亀裂が生じることだけ
でなく、タングホール１２の両端部分の延長線方向以外の部分に亀裂が生じることを防止
できる。
【００２７】
　さらにまた、タングホール１２の両端部分の周辺部が、タブ１の水平方向に対して斜め
下方に傾斜していることにより、指掛け部７が勢いよく持ち上げられ、タングホール１２
の両端部分に更に強い捻れ力が加えられた場合でも、タングホール１２の両端部分の周辺
部に曲げ加工が加えられていてこの部分の強度が更に増大しているため、タングホール１
２の両端部分がその延長線方向に破断することを確実に防止できる。
【００２８】
　したがって、本発明に係るタブによれば、取り付け片をタブのいわゆる本体の部分に連
結している基部の強度、すなわちタングホールの両端部の強度をその折り返し部によって
増大させることができるから、タブの素材である金属板を薄いものとすることができ、ひ
いてはタブや開口容易缶蓋の材料を少なくし、また環境負荷を低減することができる。
【符号の説明】
【００２９】
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　１…タブ、　２…開口容易缶蓋、　３…パネル部、　４…スコア線、　５…開口片、　
６…リベット部、　７…指掛け部、　８…押し下げ部、　９…カール部、　１０…リング
ホール、　１１…取り付け片、　１２…タングホール、　１８…折り返し部。

【図１】 【図２】
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